
件 名

賃 貸 借 物 件

数 量 １台

使 用 ・ 保 管 場 所 岩手県上閉伊郡大槌町上町１番３号　地内

納 車 期 限 令 和 7 年 9 月 30 日

令 和 7 年 10 月 1 日 ～ 令 和 12 年 9 月 30 日 （60ヵ月）

(地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約）

 賃貸借の対象となるべき物件は、大槌町（以下 使用者という）の公用に使用する

自動車である。

（1）賃貸借料には期間中の整備費用等を含める（メンテナンスリース方式）

（2）月間走行距離数

（3）賃貸借期限満了後に車両は返却する（残価精算は行わない）

入 札 金 額 60ヵ月分の賃借料を算定し、１カ月あたりの賃貸借料で応札すること。（税抜き）

支 払 方 法
基本的に月払いとし、月額賃貸借料を請求から30日以内に支払う。

その他の支払い方法については協議して決定する。

賃 貸 借 料 に
含 ま れ る 費 用

・自動車本体及び付属品代金
・登録諸費用（納車費用含む）
・環境性能割
・自動車税、自動車重量税
・自動車損害賠償責任保険
・自動車リサイクル法に係る費用
・法定定期点検
・車検費用（継続）
・一般整備（通常の使用状態に関する故障)
・オイル及びエレメント交換（メーカーの交換基準に基づき交換）
・バッテリー等必要消耗品の交換
・タイヤ交換（必要本数）
・タイヤ履き替え（毎年11月中に冬用タイヤに、４月中に夏用タイヤに履き替え）
・点検整備に伴う代車の提供

物 件 使 用 者
負 担 費 用
（ 町 負 担 ）

・任意自動車損害保険契約（使用者が直接付保する）

・使用者の過失による（事故等）の修繕費用

契 約 方 法 等

　本物件の賃貸借契約の期間は、5年間(60ヵ月)とする。

　本契約は、地方自治法第234 条の3 により、長期継続契約とする。

したがって、本契約を締結するにあたり、使用者は契約期間中であっても、予算の

減額又は削減等により、契約の継続が困難になった場合には、協議の上、本契約

を変更又は解約することができるものとする。

大槌町集落支援員公用車（軽トラック）賃貸借事業 仕様書

■契約に関する事項

大槌町集落支援員公用車（軽トラック）賃貸借事業

軽乗用自動車（２人乗）

賃 貸 借 期 間

概 要

1,000ｋｍ程度



車 種 軽トラック

車 体 色 ホワイト

使 用 燃 料 無鉛レギュラーガソリン

排 気 量 ６５８cc　程度

燃 料 消 費 率 WLTCモード　１３．１ｋｍ／L　以上

環 境 性 能 グリーン購入法により定められた自動車の判断基準を満たすこと。※2

変 速 装 置 自動無段変速機

駆 動 方 式 4WD

全 長 3,395ｍｍ　程度

全 幅 1,475ｍｍ　程度

全 高 1,780ｍｍ　程度

車 両 重 量 820ｋｇ　程度

車 両 製 造 年 新車・未使用車に限る

ドライブレコーダー（前方）

フロントサイドバイザー

ホイール付きスタットレスタイヤ４本（スチールホイール、タイヤ）

オールウェザーマット（フロント）

※2：別添資料

大槌町

※1：参考車種　ダイハツ ハイゼットトラック　スタンダード／3BD-S510P

そ の 他

・本契約に係る物件が、賃貸借期間の始期までに用意できない場合、遅滞なく

　申し出てて、使用者と協議すること。

・その他本仕様書にて定めない事項は契約者と協議して決定する。

・参考車種の同等品による入札を希望する場合は、「同等品規格確認申請書」を

　令和７年５月14日（水）正午必着で提出すること。

大槌町集落支援員公用車賃貸借事業 仕様書

■物件に関する事項

装 備 ・ 付 属 品 等

その他特記仕様
車両の点検・整備等の日程は事前に調整を行うこと。

本仕様書に記載されていない事項で機能上当然必要なものは、装備すること。


